
                     

     令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ３ 日

                           帯 広 開 発 建 設 部

「サイクリスト・応援カー」を実施します

～十勝地域を走るサイクリストを応援します！～

十勝地域ではサイクルツーリズムを推進するため｢北海道 TOKACHI サイクルツーリズムルート協議会｣が設

立され、令和３年５月には北海道初のナショナルサイクルルートとして、北十勝と南十勝を８の字で結ぶ全

長約４０３km の｢トカプチ４００｣が指定されました。

｢トカプチ４００｣では、協議会の取組に賛同いただいた国道維持除雪工事ならびに国管理河川巡視業務の

受注者が、サイクリストの自転車トラブルに対応する取組として、道路巡回・河川巡視中に自転車用工具と

空気入れを無料で貸し出しする｢サイクリスト・応援カー｣の取組を実施します。

記

◆「サイクリスト・応援カー」

１ 実施期間 令和８年４月３０日（木）～１１月末まで

       （気象状況により期間を変更する場合があります）

２ 実施会社 国道維持除雪工事受注者（８社）、国管理河川巡視業務受注者（１社）

※「サイクリスト・応援カー」の取組内容については、別紙をご参照ください。

     ○トカプチ 400

       https://www.ctjguide.com/

     ○ナショナルサイクルルート

       https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/good-cycle-japan/national_cycle_route/

     ○北海道サイクルツーリズム

       https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/splaat000000utuk.html

国道維持除雪工事ならびに国管理河川巡視業務の受注者が｢北海道TOKACHIサイクルツーリズ

ムルート協議会｣と協力し、巡回・巡視中に国道・国管理河川エリアを走るサイクリストへ自転

車用工具と空気入れを無料で貸し出しする「サイクリスト・応援カー」の取組を実施します。

本取組は令和３年度から実施しており、今年度で６年目となります。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部
はしもと まさのり

特定道路事業対策官    橋本 真謙 （0155-24-4106）

特定治水事業対策官  
いのまた な お き

猪股 直紀 （0155-24-4105）

    帯広開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/
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凡　例
トカプチ400（ナショナルサイクルルート）
道路パトロールカー走行路線
（十勝管内の国道）
河川巡視車両走行エリア
（主に河川巡視する河川）

ががサイクリスト・応援カー

【取組期間】
令和８年４月３０日 （木） ～１１月末まで

（気象状況により変更あり）

サイクリストの万が一のトラブルに！
　　　　　　　　　　　　※が　　　 を　　　　 します！工具等　 無料貸出「サイクリスト･応援カー」
※国道を巡回中の道路パトロールカーと国管理河川を巡視中の河川巡視車両

利用方法 利用可能エリア

 ( 株 ) 石橋建設  /  ( 株 ) 川村組  /  斉藤井出建設（株）  /  清水開発・池戸経常 JV  /  髙堂建設 (株 )  / 
 ( 株 ) 髙橋組  /  ( 株 ) フクタ  /  （株）北開水工コンサルタント  /  宮田帯東 (株 ) 

－  サイクリスト・応援カー協力業者（50音順）  －

トラブル発生！

<例 >
パンク・変速機などの
メカトラブル・道に迷った 等

困った
･･･１

２

３

・国道（自専道除く）
・十勝川、利別川、札内川、音更川等の国が管理する河川管理用通路

ご利用にあたってのお願い

●工具の貸出は応援カーが巡回・巡視中のときのみです。
　※道路巡回中はパトライト点灯

　※河川巡視中は「河川巡視車」ステッカー貼付

●業務上緊急を要する場合はご希望に添えないこともあります。

●応援カーを希望するところに呼び出すことはできません。

●応援カーに声がけする際は、安全に作業を行える場所に移動してから

　お願いします。

●応援カーの運転手さんに自転車の修理をお願いすることはできません。

●応援カーに自転車を乗せてもらうことやご自身が乗ることは

　できません。

道路パトロールカー 河川巡視車両

手を振ってください

工具を受取り、各自で
修理してください

修理後は応援カーに返却ください。

ここでーす！ここでーす！

応援カーが
巡回中に対応

道路パトロ ルカ

みなさんを応援します！みなさんを応援します！

北海道開発局  帯広開発建設部  道路計画課（TEL：0155-24-4106）－ 事務局 －問合せ先

国土交通省
北海道開発局


